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 マイホームは買換え特例より 3000 万控除を 
居住用買換え特例とは 
近年の⾦融緩和やコロナによる在宅勤
務等の影響により不動産の価格が上が
っており、マイホームを買換えして利益が
出ている方も多くいるようですので、今月
は居住用買換え特例制度について解説
したいと思います。 

買換え特例とは、上図にあるとおり一言
で言ってしまうと「譲渡益に対する課税を
将来に繰り延べる」制度です。非課税と
なる制度ではありません。「将来」とは、
買い換えたマイホーム（新居）を次に
売った時のことで、その時今回繰り延べ
た税⾦を課税します。具体的には、新居
の取得費を実際に買った⾦額ではなく売
ったマイホームの取得費とすることで取得
費が下がり、新居を売った時の利益がか
さ上げされる、という計算になります。この
特例は 3000 万控除とも税率 14％と
なる軽減税率とも併用不可です。ローン
控除と併用できない点も同じですので、
結局「3000万控除+軽減税率」or
「買換え特例」という選択になります。 

通常は 3000 万控除を 
なお、将来課税するとは言ってもかさ
上げされた利益が結果 3000 万以
下だったら新居の 3000 万控除でゼ
ロとなりますので、必ず将来課税され
る訳ではありません。しかし、デメリット
は「売った⾦額＜買換え⾦額」である
場合に限り税⾦が一時的にゼロにな
るだけであり、縮小買換え（買い換え
⾦額の⽅が少額）の場合は⼿元に
残した分は軽減税率もない 20％等
の税⾦が掛かる点です。つまり同額
以上の買換えでない限りはその部分
は高めの納税が生じてしまいます。そ
れでも、昔は数億レベルの売却益の
場合 3000 万控除ではカバーしきれ
ず買換え特例を使う余地はありまし
た。それも今は 1億円以下の売却に
限られているため利益も限度があり通
常は「3000万控除+軽減税率」を
選択することになるでしょう。あり得ると
すると 9000 万前後の利益が出てい
て同額程度の買換えをしている⼈だ
け、ということですね。 

今月のコメント 
CR7 が我がマン U に戻ってきました。今年
は CB にヴァラン、WG にサンチョも取りまし
たので、かなりの戦⼒アップと言われていま
す。昨年 2 位でしたので今年はプレミア優
勝がタスクでしょう。しかしながら優勝候補
に挙げている専門家は少ないようで、理由
は監督のスールシャールの⼒量のようです。
たしかに今はベップマン C、トゥヘルチェルシ
ー、クロップリバプールと強豪がひしめいてい
るプレミアですから誰がやっても難しいでしょ
うが、就任以来下馬評を覆してきたスール
シャールにぜひ期待したいものです。システ
ムが全てではなく選手主体のサッカーでも
勝てないことはないでしょうし、⾒ていて面
白いサッカーをしているのでこのまま監督を
続けてほしいと思います。 
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